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教 育 各地区中学校総合体育大会を７月に実施する方針について 

 

▼陳情理由 

 提出者は、県下の中学校で部活動の外部指導者をしている 

者である。 

 ５月12日現在、休日の部活動は無く放課後に限られて 

おり、各部が曜日を分散し週２回、活動をしている。 

 この放課後の部活動の時間では、試合形式の練習をする

ことが難しく、即席で大会に臨むこととなり、競技への心

残りは消化されないのではないか。 

 練習が不足し体力が培われていない中での真夏の実施に

も不安がある。 

 また、これを実施できていない他の都道府県への配慮と

して、「総合体育大会」とはうたわない方が良いと考える。 

 

▼陳情事項 

１ 本県の各地区中学校総合体育大会を７月に実施する 

方針については、休日の部活動再開から１ヶ月は先が 

望ましく、これにかかわらず９月以降とすること。 

２ 本県の各地区中学校総合体育大会について、今年の 

大会名称を再考すること。 

 個人 

 （米子市） 
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( 2. 6.30) 

総務教育常任委員会・陳情 

1/1 

本会議(R2. 6.30)委員長報告 

会 議 録 暫 定 版 

 

本県で実施される予定の各地区東・中・西部中学

校総合体育大会については、実施時期、大会名称と

も主催する県中学校総合体育連盟及び各地区東・

中・西部中学校体育連盟で決定されるものである

ことから、不採択と決定いたしました。 


